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日本ユネスコ協会連盟は、ＮＨＫ、毎日新聞社との共催で、去る10月24日、東京国立博物館で国際シンポジウ

ム「危機にさらされている世界遺産をどう守るか」を開催しました。本シンポジウムは、今年6月に採択された

「文化遺産国際協力法」を記念して企画され、210名の参加者のもと、さまざまな専門家によって「今後、どの

ようにしてアジアの危機遺産を保護していくべきか」が話し合われました。 

 

第1部では、オマラ・カーン・マスーディ／カブール国立博物館館長が「文化復興による国家再建」、クウォン・

クン・ニアイ／アプサラ機構遺跡考古Ⅱ局長が「アンコール遺跡の今～遺跡保存に向けて～」、テオドール・B・

バギラットJr.／前イフガオ州知事が「コルディリェーラの棚田と無形文化の保護」、サイードムラッド・ババム

ラーエフ／国立古代タジキスタン博物館館長が「発掘によるアジナ・テペの発展」と題してそれぞれの国の現状

について講演しました。 

 

第2部では、平山郁夫／日本ユネスコ協会連盟副会長・ユネスコ親

善大使の「文化面からの日本の国際貢献」についての記念講演の後、

西村幸夫／東京大学教授をコーディネーターに迎え「危機にさらさ

れている世界遺産をどう守るか」と題して、平山郁夫、テオドール・

B・バギラットJr.、クウォン・クン・ニアイ、前田耕作／和光大学

名誉教授、はな／モデル・エッセイストの各氏によるパネルディス

カッションが行われました。 

 

「世界遺産の保全・保護は形のある物だけが対象ではなく、人の心

の中に創られるものである」「世界遺産の地に住んでいる人びとが、先祖からの伝承文化に自分のアイデンティテ

ィーを重ね、その文化の持つ意味、価値を十分に認識することで、真の意味の保全が可能となる」などのコメン

トが交わされました。西村氏は、「それぞれの世界遺産登録地はさまざまな問題を抱えているが、つきつめてみる

と世界遺産登録地特有の問題ではなく、普遍的な人間社会の問題であるのではないか。世界遺産ということばの

「世界」に込められた意味は、国際（International）ではなく一つの「世界」。世界の人びとが互いを理解し、

共に考え、協力して問題を乗り越えていくことが世界遺産の心だと考えられるのではないか」と結びました。 

 

 

世界遺産に関する詳細はこちら http://www.unesco.jp/contents/isan/about.html 

危機遺産に関する詳細はこちら http://www.unesco.jp/contents/isan/crisis.html 
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（社）日本ユネスコ協会連盟は、1947年、ユネスコ憲章の精神に共鳴した人びとによって、世界にさきがけて仙台で始められた民間ユネスコ運動を続けるユネス

コ協会の連合体です。現在ユネスコ協会の数は日本各地に約300、「世界の平和と人類の福祉」の実現を目的に、教育支援活動としての「ユネスコ・世界寺子屋運

動」や有形・無形の自然や文化を守るための「世界遺産活動」、未来を担う子どもたちを応援する「青少年育成活動」などに取り組んでいます。 


